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告

示

青
森
県
告
示
第
三
百
八
十
三
号

次
の
と
お
り
森
林
を
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第

二
百
四
十
九
号)

第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一
�

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

五
所
川
原
市
大
字
持
子
沢
字
隠
川
六
九
五
の
五
、
六
九
五
の
三
八
、
六
九
五
の
九
六
、
六
九

五
の
九
七

�

保
安
林
指
定
の
目
的

干
害
の
防
備

	

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法




主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

�

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に

係
る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
�

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

五
所
川
原
市
大
字
持
子
沢
字
隠
川
六
九
五
の
五
、
六
九
五
の
三
八
、
六
九
五
の
九
六
、
六
九

五
の
九
七

�

保
安
林
指
定
の
目
的

公
衆
の
保
健

	

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法




主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

�

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に

係
る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
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次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
及
び
五
所
川

原
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

青
森
県
告
示
第
三
百
八
十
四
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
森
林
に
つ
い
て
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

保
安
林
の
所
在
場
所

青
森
市
大
字
横
内
字
鏡
山
一
四
の
四

(

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

保
安
林
解
除
の
理
由

鉄
道
用
地
と
す
る
た
め

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
及
び
青
森
市
役
所
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

青
森
県
告
示
第
三
百
八
十
五
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
森
林
に
つ
い
て
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

保
安
林
の
所
在
場
所

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
湯
舟
町
字
若
山
一
九
五
の
二
四
七

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

保
安
林
解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

青
森
県
告
示
第
三
百
八
十
六
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
森
林
に
つ
い
て
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

保
安
林
の
所
在
場
所

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
中
村
町
字
上
清
水
崎
一
二
〇
の
一
三
四
、
一
二
〇
の
一
三
五
、
一
二

〇
の
一
三
六
、
一
二
〇
の
一
三
七

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

保
安
林
解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

青
森
県
告
示
第
三
百
八
十
七
号

青
森
県
国
土
調
査
事
業
補
助
金
等
交
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
五
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
国
土
調
査
事
業
補
助
金
等
交
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
国
土
調
査
事
業
補
助
金
等
交
付
規
程(

昭
和
四
十
年
十
月
青
森
県
告
示
第
七
百
八
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中

｢

国
土
調
査
事
業
等｣

を

｢

国
土
調
査
事
業｣

に
改
め
る
。

第
二
条
の
見
出
し
を

｢
(

国
土
調
査
事
業)

｣

に
改
め
、
同
条
中

｢

国
土
調
査
事
業
等｣

を

｢

国

土
調
査
事
業｣

に
改
め
、

｢
並
び
に
地
籍
活
用
Ｇ
Ｉ
Ｓ
推
進
事
業
実
施
要
領

(

平
成
十
四
年
四
月
一
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日
付
け
国
土
国
第
六
百
三
十
六
号
国
土
交
通
省
土
地
・
水
資
源
局
長
通
知
。
以
下｢

要
領｣

と
い
う
。)

に
基
づ
く
地
籍
活
用
Ｇ
Ｉ
Ｓ
推
進
事
業｣

を
削
る
。

第
二
条
の
三
中

｢

並
び
に
市
町
村
が
要
領
に
基
づ
く
地
籍
活
用
Ｇ
Ｉ
Ｓ
推
進
事
業
を
行
う
の
に
要

す
る
経
費｣

を
削
る
。

別
表
地
籍
活
用
Ｇ
Ｉ
Ｓ
推
進
事
業
の
項
を
削
る
。

第
一
号
様
式
の
別
紙
中

｢
(地
籍
活
用
Ｇ
Ｉ
Ｓ
推
進
事
業
の
場
合
)

｣

を
削
り
、
同
様
式
の
別
紙
の
注
中
４
を
削
り
、
５
を
４
と
す
る
。

第
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
２
号
様
式
(第
４
条
関
係
)
収

支
予

算
書

１
収
入
の
部

２
支
出
の
部

注
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
縦
長
と
す
る
｡

第
六
号
様
式
の
別
紙
中

｢
(地
籍
活
用
Ｇ
Ｉ
Ｓ
推
進
事
業
の
場
合
)

｣

を
削
る
。

第
八
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
８
号
様
式
(第
10条
関
係
)

事
業
費
精
算
書

１
収
入
の
部

青 森 県 報������	�
� �� 第2328号�

比
較
増
減

区
分

本
年
度
予
算
額
前
年
度
予
算
額

増
減

備
考

県
補
助
金

(負
担
金
)

円
円

円
円

市
町
村
費
等

計

比
較
増
減

区
分

本
年
度
予
算
額
前
年
度
予
算
額

増
減

備
考

直
接
経
費

円
円

円
円

○
○
費

○
○
費

附
帯
経
費

○
○
費

○
○
費

計

比
較
増
減

区
分

精
算
額

予
算
額

増
減

備
考

県
補
助
金

(負
担
金
)

円
円

円
円

地
区
名

�

事
業
対
象
面
積

計

デ
ー
タ
整
備

シ
ス
テ
ム
構
築

事
業
区
分

円

事
業
費

円

県 負
担
区
分

円

市
町
村

備
考

地
区

名

計

デ
ー
タ
整
備

シ
ス
テ
ム
構
築

事
業
区
分

％

進
ち
よ
く
率

備
考
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２
支
出
の
部

注
１
補
助
金
(負
担
金
)
の
交
付
の
対
象
と
な
る
経
費
以
外
の
経
費
は
､
精
算
額
か
ら
除
く

こ
と
｡

２
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
縦
長
と
す
る
｡

第
九
号
様
式
中

｢
(地
籍
活
用
Ｇ
Ｉ
Ｓ
推
進
事
業
の
場
合
)

｣

を
削
る
。附

則

こ
の
規
程
は
、
告
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
告
示
第
三
百
八
十
八
号

公
有
水
面
埋
立
法

(

大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
六

年
五
月
十
日
公
有
水
面
の
埋
立
て
の
免
許
の
出
願
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
そ
の
要
領
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
書
面
及
び
図
書
は
、
告
示
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
週
間
、
鰺
ケ
沢
町
役
場
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

出
願
人
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

１

出
願
人
の
住
所
及
び
名
称

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県

２

代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
知
事

三
村
申
吾

二

埋
立
区
域

１

位
置

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
浜
町
一
○
○
番
一
地
先
公
有
水
面

２

区
域

次
の
①
の
地
点
か
ら
⑤
の
地
点
ま
で
を
順
次
直
線
で
結
ん
だ
線
及
び
①
の
地
点
と
⑤
の
地
点

を
結
ぶ
春
分
・
秋
分
の
日
の
満
潮
位

(

東
京
湾
中
等
潮
位
プ
ラ
ス
○
・
五
八
一
メ
ー
ト
ル)

に

お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域
。

①
の
地
点

鰺
ケ
沢
港
北
防
波
堤
灯
台

(

北
緯
四
○
度
四
七
分
○
八
秒)

(

東
経
一
四
○
度
一

二
分
四
二
秒)

(

Ｘ
座
標
＝
八
七
三
九
七
・
五
四
四)

(

Ｙ
座
標
＝
マ
イ
ナ
ス
五
二

四
六
一
・
七
八
九)

か
ら
二
六
七
度
二
○
分
一
八
秒
五
○
五
・
二
一
一
メ
ー
ト
ル

の
地
点
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市
町
村
費
等

計

比
較
増
減

区
分

精
算
額

予
算
額

増
減

備
考

直
接
経
費

円
円

円
円

○
○
費

○
○
費

附
帯
経
費

○
○
費

○
○
費

計

地
区
名

�

事
業
対
象
面
積

計

デ
ー
タ
整
備

シ
ス
テ
ム
構
築

事
業
区
分

円

事
業
費

円

県 負
担
区
分

円

市
町
村

備
考
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②
の
地
点

①
の
地
点
か
ら
五
八
度
二
六
分
○
○
秒
五
・
九
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

③
の
地
点

②
の
地
点
か
ら
八
八
度
五
三
分
一
九
秒
三
一
・
八
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

④
の
地
点

③
の
地
点
か
ら
一
七
九
度
一
二
分
三
五
秒
七
八
・
八
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑤
の
地
点

④
の
地
点
か
ら
二
六
九
度
一
二
分
三
○
秒
一
・
八
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３

面
積

一
、
五
七
六
・
九
七
平
方
メ
ー
ト
ル

三

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

１

位
置

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
浜
町
一
○
○
番
一
地
先
公
有
水
面

２

区
域

次
の
①
の
地
点
か
ら
⑤
の
地
点
ま
で
を
順
次
直
線
で
結
ん
だ
線
及
び
①
の
地
点
と
⑤
の
地
点

を
結
ぶ
春
分
・
秋
分
の
日
の
満
潮
位

(
東
京
湾
中
等
潮
位
プ
ラ
ス
○
・
五
八
一
メ
ー
ト
ル)

に

お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域
。

①
の
地
点

鰺
ケ
沢
港
北
防
波
堤
灯
台

(

北
緯
四
○
度
四
七
分
○
八
秒)
(

東
経
一
四
○
度
一

二
分
四
二
秒)

(

Ｘ
座
標
＝
八
七
三
九
七
・
五
四
四)
(

Ｙ
座
標
＝
マ
イ
ナ
ス
五
二

四
六
一
・
七
八
九)

か
ら
二
六
七
度
二
○
分
一
八
秒
五
○
五
・
二
一
一
メ
ー
ト
ル

の
地
点

②
の
地
点

①
の
地
点
か
ら
五
八
度
二
六
分
○
○
秒
五
・
九
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

③
の
地
点

②
の
地
点
か
ら
八
八
度
五
三
分
一
九
秒
八
五
・
五
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

④
の
地
点

③
の
地
点
か
ら
一
七
九
度
一
二
分
三
五
秒
七
九
・
一
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑤
の
地
点

④
の
地
点
か
ら
二
六
九
度
一
二
分
三
○
秒
五
五
・
五
○
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３

面
積

五
、
八
一
七
・
五
八
平
方
メ
ー
ト
ル

四

埋
立
地
の
用
途

漁
港
施
設
用
地

青
森
県
告
示
第
三
百
八
十
九
号

公
有
水
面
埋
立
法

(

大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
六

年
五
月
十
日
公
有
水
面
の
埋
立
て
の
免
許
の
出
願
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
そ
の
要
領
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
書
面
及
び
図
書
は
、
告
示
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
週
間
、
深
浦
町
役
場
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

出
願
人
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

１

出
願
人
の
住
所
及
び
名
称

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県

２

代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
知
事

三
村
申
吾

二

埋
立
区
域

１

位
置

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
関
字
栃
沢
九
三
番
地
一
一
号
か
ら
、
同
町
大
字
関
字
栃
沢
一
○
○
番

地
一
号
を
経
て
、
同
町
大
字
関
字
栃
沢
一
○
八
番
地
六
号
に
至
る
間
の
地
先
公
有
水
面

２

区
域

次
の
各
地
点
を
順
次
に
直
線
で
結
ん
だ
線
及
び
①
の
地
点
と
�
の
地
点
を
直
線
で
結
ん
だ
線

に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域
。

①
の
地
点

二
等
三
角
点

(

玉
五)

追
上

(

Ｘ
座
標
八
二
八
一
○
・
二
○
八
メ
ー
ト
ル
、
Ｙ
座

標
マ
イ
ナ
ス
六
四
○
八
○
・
○
六
○
メ
ー
ト
ル)

(

北
緯
四
○
度
四
四
分
三
六
秒

○
一
四
九
、
東
経
一
四
○
度
四
分
二
八
秒
四
三
○
八)

か
ら
七
六
度
三
分
五
一
秒

一
八
二
五
・
九
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

②
の
地
点

①
の
地
点
か
ら
一
二
八
度
五
九
分
一
九
秒
一
・
一
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

③
の
地
点

②
の
地
点
か
ら
一
七
七
度
四
〇
分
五
二
秒
一
五
・
○
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

④
の
地
点

③
の
地
点
か
ら
一
三
一
度
五
○
分
三
四
秒
二
七
・
三
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑤
の
地
点

④
の
地
点
か
ら
一
二
六
度
二
〇
分
七
秒
二
七
・
三
○
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑥
の
地
点

⑤
の
地
点
か
ら
一
二
二
度
九
分
二
一
秒
二
三
・
五
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑦
の
地
点

⑥
の
地
点
か
ら
一
二
〇
度
一
四
分
五
三
秒
二
三
・
五
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑧
の
地
点

⑦
の
地
点
か
ら
一
一
九
度
三
分
四
三
秒
二
七
・
六
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑨
の
地
点

⑧
の
地
点
か
ら
二
九
度
三
分
四
二
秒
八
・
一
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑩
の
地
点

⑨
の
地
点
か
ら
一
一
九
度
三
分
四
二
秒
五
五
・
一
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑪
の
地
点

⑩
の
地
点
か
ら
二
○
○
度
三
分
四
二
秒
六
・
八
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑫
の
地
点

⑪
の
地
点
か
ら
二
八
五
度
五
九
分
五
三
秒
二
一
・
九
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点
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⑬
の
地
点

⑫
の
地
点
か
ら
二
八
七
度
四
五
分
二
四
秒
五
・
二
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑭
の
地
点

⑬
の
地
点
か
ら
二
九
二
度
一
五
分
三
四
秒
七
・
一
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑮
の
地
点

⑭
の
地
点
か
ら
二
九
七
度
三
分
一
五
秒
一
二
・
四
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑯
の
地
点

⑮
の
地
点
か
ら
二
九
五
度
三
八
分
三
四
秒
五
・
一
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑰
の
地
点

⑯
の
地
点
か
ら
二
八
七
度
四
五
分
三
三
秒
七
・
七
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑱
の
地
点

⑰
の
地
点
か
ら
二
七
一
度
四
六
分
四
六
秒
四
・
四
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑲
の
地
点

⑱
の
地
点
か
ら
二
八
三
度
五
○
分
二
五
秒
四
五
・
五
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑳
の
地
点

⑲
の
地
点
か
ら
一
九
○
度
四
七
分
四
三
秒
一
・
八
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

⑳
の
地
点
か
ら
二
七
六
度
二
五
分
一
九
秒
二
・
六
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
二
七
○
度
二
六
分
三
一
秒
一
・
七
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
二
五
一
度
三
一
分
四
四
秒
二
・
一
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
三
五
四
度
○
分
四
○
秒
二
・
五
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
二
九
一
度
二
三
分
一
六
秒
三
・
四
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
二
五
度
三
三
分
七
秒
七
・
四
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
三
四
九
度
四
六
分
四
一
秒
二
・
二
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
三
五
度
一
八
分
一
七
秒
○
・
七
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

	
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
三
○
三
度
二
三
分
二
一
秒
三
三
・
六
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点



の
地
点

	
の
地
点
か
ら
三
○
八
度
三
七
分
一
二
秒
三
○
・
九
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点



の
地
点
か
ら
二
九
五
度
五
○
分
一
一
秒
五
・
七
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
三
○
九
度
四
三
分
一
五
秒
一
○
・
五
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点


の
地
点

�
の
地
点
か
ら
三
三
度
四
七
分
六
秒
三
・
五
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３

面
積

三
、
一
四
九
・
五
六
平
方
メ
ー
ト
ル

三

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

１

位
置

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
関
字
栃
沢
九
三
番
地
一
一
号
か
ら
、
同
町
大
字
関
字
栃
沢
一
○
○
番

地
一
号
を
経
て
、
同
町
大
字
関
字
栃
沢
一
○
八
番
地
六
号
に
至
る
間
の
地
先
公
有
水
面

２

区
域

次
の
各
地
点
を
順
次
に
直
線
で
結
ん
だ
線
及
び
ア○
の
地
点
と
メ○
の
地
点
を
直
線
で
結
ぶ
線
に

よ
り
囲
ま
れ
た
区
域
。

ア○
の
地
点

二
等
三
角
点

(

玉
五)

追
上

(

Ｘ
座
標
八
二
八
一
○
・
二
○
八
メ
ー
ト
ル
、
Ｙ
座

標
マ
イ
ナ
ス
六
四
○
八
○
・
○
六
○
メ
ー
ト
ル)

(

北
緯
四
○
度
四
四
分
三
六
秒

○
一
四
九
、
東
経
一
四
○
度
四
分
二
八
秒
四
三
○
八)

か
ら
七
五
度
五
八
分
二
○

秒
一
八
三
○
・
○
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

イ○
の
地
点

ア○
の
地
点
か
ら
一
二
九
度
七
分
四
五
秒
五
・
七
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ウ○
の
地
点

イ○
の
地
点
か
ら
二
一
八
度
四
二
分
四
六
秒
四
・
五
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

エ○
の
地
点

ウ○
の
地
点
か
ら
一
七
二
度
二
七
分
四
二
秒
一
○
・
二
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

オ○
の
地
点

エ○
の
地
点
か
ら
一
二
八
度
五
二
分
八
秒
五
一
・
九
○
メ
ー
ト
ル
の
地
点

カ○
の
地
点

オ○
の
地
点
か
ら
一
二
二
度
四
七
分
四
秒
二
三
・
一
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

キ○
の
地
点

カ○
の
地
点
か
ら
一
一
九
度
三
六
分
三
○
秒
二
三
・
四
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ク○
の
地
点

キ○
の
地
点
か
ら
一
一
九
度
三
分
二
九
秒
二
二
・
七
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ケ○
の
地
点

ク○
の
地
点
か
ら
二
九
度
三
分
四
二
秒
八
・
一
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

コ○
の
地
点

ケ○
の
地
点
か
ら
一
一
九
度
三
分
四
二
秒
六
○
・
一
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

サ○
の
地
点

コ○
の
地
点
か
ら
二
○
九
度
三
分
四
二
秒
一
一
・
八
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

シ○
の
地
点

サ○
の
地
点
か
ら
二
八
五
度
五
九
分
五
三
秒
二
一
・
九
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ス○
の
地
点

シ○
の
地
点
か
ら
二
八
七
度
四
五
分
二
四
秒
五
・
二
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

セ○
の
地
点

ス○
の
地
点
か
ら
二
九
二
度
一
五
分
三
四
秒
七
・
一
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ソ○
の
地
点

セ○
の
地
点
か
ら
二
九
七
度
三
分
一
五
秒
一
二
・
四
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

タ○
の
地
点

ソ○
の
地
点
か
ら
二
九
五
度
三
八
分
三
四
秒
五
・
一
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

チ○
の
地
点

タ○
の
地
点
か
ら
二
八
七
度
四
五
分
三
三
秒
七
・
七
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ツ○
の
地
点

チ○
の
地
点
か
ら
二
七
一
度
四
六
分
四
六
秒
四
・
四
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

テ○
の
地
点

ツ○
の
地
点
か
ら
二
八
三
度
五
○
分
二
五
秒
四
五
・
五
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ト○
の
地
点

テ○
の
地
点
か
ら
一
九
○
度
四
七
分
四
三
秒
一
・
八
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ナ○
の
地
点

ト○
の
地
点
か
ら
二
七
六
度
二
五
分
一
九
秒
二
・
六
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ニ○
の
地
点

ナ○
の
地
点
か
ら
二
七
○
度
二
六
分
三
一
秒
一
・
七
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヌ○
の
地
点

ニ○
の
地
点
か
ら
二
五
一
度
三
一
分
四
四
秒
二
・
一
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ネ○
の
地
点

ヌ○
の
地
点
か
ら
三
五
四
度
○
分
四
○
秒
二
・
五
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ノ○
の
地
点

ネ○
の
地
点
か
ら
二
九
一
度
二
三
分
一
六
秒
三
・
四
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ハ○
の
地
点

ノ○
の
地
点
か
ら
二
五
度
三
三
分
七
秒
七
・
四
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヒ○
の
地
点

ハ○
の
地
点
か
ら
三
四
九
度
四
六
分
四
一
秒
二
・
二
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

フ○
の
地
点

ヒ○
の
地
点
か
ら
三
五
度
一
八
分
一
七
秒
○
・
七
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヘ○
の
地
点

フ○
の
地
点
か
ら
三
○
三
度
二
三
分
二
一
秒
三
三
・
六
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ホ○
の
地
点

ヘ○
の
地
点
か
ら
三
○
八
度
三
七
分
一
二
秒
三
○
・
九
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

マ○
の
地
点

ホ○
の
地
点
か
ら
二
九
五
度
五
○
分
一
一
秒
五
・
七
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点
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ミ○
の
地
点

マ○
の
地
点
か
ら
三
○
九
度
四
三
分
一
五
秒
一
○
・
五
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ム○
の
地
点

ミ○
の
地
点
か
ら
三
三
度
四
七
分
六
秒
三
・
五
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

メ○
の
地
点

ム○
の
地
点
か
ら
四
○
度
三
一
分
三
秒
二
七
・
三
○
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３

面
積

四
、
二
一
六
・
五
六
平
方
メ
ー
ト
ル

四

埋
立
地
の
用
途

漁
港
施
設
用
地

青
森
県
告
示
第
三
百
九
十
一
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
六
年
六
月
十
八
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部

道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
九
十
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
六
年
六
月
十
八
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部

道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

告

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

青 森 県 報������	�
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路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始

の

期

日

国
道
四
五
四
号

三
戸
郡
新
郷
村
大
字
戸
来
字
雨
池
一
一
の
九
八
か
ら

三
戸
郡
新
郷
村
大
字
戸
来
字
雨
池
一
一
の
九
八
ま
で

平
成
��･

�･

��

県
道
名
川
階
上
線

三
戸
郡
南
郷
村
大
字
中
野
字
志
民
長
根
二
三
の
六
か

ら三
戸
郡
南
郷
村
大
字
中
野
字
家
口
二
四
の
二
ま
で

〃

２ １ 図
面
番
号

県

道

国

道

道
路
の

種

類

名
川
階
上
線

四
五
四
号

路
線
名

三
戸
郡
南
郷
村
大
字
中
野
字
志
民
長
根
二
三
の
六
か
ら

三
戸
郡
南
郷
村
大
字
中
野
字
家
口
二
四
の
二
ま
で

三
戸
郡
新
郷
村
大
字
戸
来
字
雨
池
一
一
の
九
八
か
ら

三
戸
郡
新
郷
村
大
字
戸
来
字
雨
池
一
一
の
九
八
ま
で

変

更

の

区

間

後 前 後 前
変
更
の

前
後
別

一
三
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
一
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
五
・
九
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
二
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

敷

地

の

幅

員

九
四
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

九
四
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

三
〇
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

三
〇
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

敷

地

の

延

長

備
考



� �

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

青
森
県
立
保
健
大
学
清
掃
作
業
等
業
務
委
託
一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
立
保
健
大
学
事
務
局
総
務
課

青
森
市
大
字
浜
館
字
間
瀬
五
八
の
一

三

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
十
六
年
四
月
一
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

キ
ョ
ウ
ワ
プ
ロ
テ
ッ
ク
株
式
会
社

福
島
県
福
島
市
五
月
町
三
の
二
〇

六

契
約
金
額

千
六
百
九
十
七
万
七
千
三
十
円

七

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
し
た
者
を
契
約
の
相
手

方
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

八

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
十
六
年
二
月
十
三
日

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
荒
屋

平
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
十
六
年
五
月
十
二
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

次
の
と
お
り
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律

第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

収

用

委

員

会

収
用
の
裁
決
手
続
開
始
の
決
定

土
地
収
用
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号)

第
四
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
収
用

の
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
十
九
日

青
森
県
収
用
委
員
会
会
長

平

田

由

世

一

起
業
者
の
名
称

弘
前
市

二

事
業
の
種
類

弘
前
広
域
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
三
・
二
号
富
士
見
町
撫
牛
子
線

三

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
地
積
等

別
表
の
と
お
り

青 森 県 報平成16年５月19日 水曜日 第2328号 �

開
発
区
域

(

工
区)

に
含
ま
れ
る
地
域
の

名
称

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

(

名
称)

十
和
田
市
東
十
五
番
町
九
七
の
一
、
九
七
の

八
、
九
七
の
九
、
九
七
の
一
六
、
九
七
の
一

九
か
ら
九
七
の
二
一
ま
で
及
び
九
七
の
二
三

か
ら
九
七
の
二
七
ま
で

十
和
田
市
東
十
三
番
町
一
七
の
四

有
限
会
社
シ
テ
ィ
ー
ホ
ー
ム



� �

四

土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

氏
名

有
限
会
社
中
田
商
事

代
表
取
締
役

中
田
好
子

住
所

青
森
県
弘
前
市
大
字
植
田
町
三
番
地
一

五

土
地
に
関
し
て
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏
名
、
住
所
及
び
そ
の
権
利
の
種
類

な
し

六

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
年
月
日

平
成
十
六
年
五
月
十
日

別
表裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
､
地
番
､
地
目
及
び
地
積
等

青 森 県 報������	�
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地
目

地
積
(㎡
)

土
地
の
所
在

地
番

公
簿
現
況
公
簿
実
測

収
用
し
よ
う

と
す
る
土
地

の
面
積
(㎡
)

青
森
県
弘
前
市

大
字
土
手
町

101番
１

宅
地
宅
地

246.52
246.52

22.81
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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